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新しいタイプの商標の出願・登録状況

合計
タイプ別内訳

音 色彩 位置 動き ﾎﾛｸﾞﾗﾑ

4月1日の出願 481 151 192 103 32 3

出願件数 1,195 385 459 256 81 14

登録件数 46 21 0 5 19 1

（2016年1月31日現在）

平成27年4月1日より出願受付を開始。初日のみで481件の出願を受付 。
本年1月31日までに1,195件の出願を受付し、46件（音21件、動き19件、位置5件、ホログラム1
件）が登録。
海外と比較し、短期間で数多くの出願が行われている状況。

海外との出願比較

（2015年4月1日～9月30日） （1947年～2012年2月9日）
（1996年～2012年2月）



商標審査基準の整備

3

１．商標の特定について

新しいタイプの商標特有の審査に対応し、商標の識別力、商標の類否及び商標の詳細な説明及び物
件の取り扱い等について、商標審査基準を整備。
特に商標の類否については、海外と比較し、具体例を含め詳細に記載。

２．商標の識別力について ３．商標の類否について

動き商標、ホログラム商標、
色彩のみからなる商標及び
位置商標については、商標
登録を受けようとする商標及
びこれに関する商標の詳細
な説明を必須とし、また、音
商標の出願においては五線
譜等の商標登録を受けよう
とする商標及び物件音声
ファイルの提出を必須とするこ
とに伴い、これらが一致しな
い場合の取り扱い等について
具体例を記載。

色彩のみからなる商標、音
商標については、色彩又は
音が商品又は役務の特徴に
該当するか否かの判断方法、
また、動き商標、ホログラム
商標及び位置商標について
は、主にこれら商標中に含ま
れる文字や図形等に着目し
て識別力を判断する旨記載。

色彩のみからなる商標の
類否については、色相・彩
度・明度といった色彩の要素
を比較して総合的に判断す
ることを記載。音商標が言
語的要素を含む場合、その
言語的要素と同一又は類
似する称呼を有する文字商
標等との類否の取り扱いを
記載。
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特許庁主催説明会等を活用し、国内でより一層の周知を図る。
海外知財庁と連携し、企業のグローバルなブランド戦略を積極的に支援。

海外での戦略的な活用

国内における周知活動

特許庁主催の全国で開催される説明会等を
活用し、より一層の周知活動を実施。

例：実務者向け知的財産権制度説明会

関係業界団体に対する周知や意見交換会等を
活用し、潜在的なユーザーの掘り起こし。

我が国企業のグローバルなブランド戦略を支援
するため、新しいタイプの商標を導入予定の国に
対し、我が国の商標審査基準をＰＲし、当該
国における審査基準整備を積極的に支援。

新しいタイプの商標を導入している国について、
海外知財庁との審査官交流等 を通じ、審査
の調和の観点から、具体的な審査手法等につ
いて相互理解を深める。



A
Y

参考 登録査定の例（1）
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参考 登録査定の例（2）
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参考 登録査定の例（3）
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参考 登録査定の例（4）
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参考 登録査定の例（5）
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参考 登録査定の例（6）
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参考 登録査定の例（7）
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参考 登録査定の例（8）
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